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今後のスケジュール

〇 交政審交通体系分科会環境部会（令和７年８月５日）
・環境行動計画のフォローアップ
・排出枠の割当方式検討小委員会の設置

〇 第１回排出枠の割当方式検討小委員会（令和７年８月27日）
 ・運輸部門における排出量取引制度の論点整理
 ・ヒアリング （貨物自動車・国内航空）

〇 第２回排出枠の割当方式検討小委員会（令和７年10月上旬頃）
 ・ヒアリング（内航海運）
 ・BM指標案等の提示

〇 第３回排出枠の割当方式検討小委員会（令和７年11月上旬頃）
・BM指標案のとりまとめ

排出枠の割当方式検討小委員会

◯ 本年5月に成立した改正GX推進法に基づき、令和8年度から本格稼働する排出量取引制度(ETS)において
は、各事業者に対する排出枠の割当方式として、ベンチマーク(BM)方式及びグランドファザリング(GF)方式
を予定。

◯ このうち、BM方式については、業種ごとに個別にBMを定める必要があり、運輸部門の業種については、国
土交通省が主体となってBM指標等を設定。

◯ このため、ETSの対象となる運輸部門の業種のうち、BM方式を採用する事業分野（貨物自動車・国内航空・
内航海運を予定）に関するBM指標等、排出枠の割当方式について検討を行うため、交通政策審議会環境
部会の下に「排出枠の割当方式検討小委員会」を設置し、令和７年11月上旬頃を目処にベンチマーク指標
案をとりまとめる予定。

社会資本整備審議会環境部会・交通政策審議会交通体系分科会
環境部会 第43回合同会議資料 一部修正の上再掲

【オブザーバー】経済産業省、脱炭素成長型経済構造移行推進機構
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排出量取引制度の概要

【排出枠の保有義務】

①排出枠の割当ての申請
政府指針に基づいて算出した排出枠の量を企業が割当申請（全量無償割当）。

②排出量の算定・報告
企業は、自らの排出量について、第三者機関（登録確認機関）による確認を受けたうえで、毎年度国に報告。

③排出枠の保有
確認を受けた毎年度の排出実績と同量の排出枠を翌年度の１月31日に保有することを義務づけ。

④不履行時の扱い
保有義務の未履行分×上限価格の1.１倍の支払いを求める。

GX2040ビジョン概要資料 抜粋
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※ 算定の対象となる排出量は、エネルギー起源CO2及び非エネルギー起源CO2のうち、制度対象者が直接排出したもの
（いわゆるScope1）



排出枠の割当方式（ベンチマーク方式とグランドファザリング方式）

本小委員会では、国土交通省所管の事業分野においてベンチマーク方式により排出枠を割り当て
るにあたり、必要な検討(基準活動量・排出原単位、事業活動の範囲、排出枠割当量の算定式
等)を行う。

※業種横断的に適用される割当基準の考え方等については、排出量取引制度小委員会における議論の対象とし、本小委員会にお
いては扱わない。

産業構造審議会 イノベーション・環境分科会
排出量取引制度小委員会(第2回)資料1 抜粋の上一部加筆
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ベンチマークの具体化に向けた検討体制
産業構造審議会 イノベーション・環境分科会

排出量取引制度小委員会(第1回)資料1 一部抜粋

※業種横断的に適用される割当基準の考え方等については、排出量取引制度小委員会における議論の対象とし、ＷＧにおいては扱わない。 4



ベンチマーク方式を採用する事業分野等・ベンチマーク指標の考え方

事業分野 基準活動量（案） 事業活動範囲（案）

貨物自動車 輸送トンキロ* 貨物自動車運送事業

国内航空 輸送トンキロ* 国内定期航空運送事業

内航海運 輸送トンキロ* ※調整中

ベンチマーク方式を採用する事業分野として、貨物自動車、国内航空、内航海運を予定
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■ベンチマーク方式を採用する事業分野等

*輸送トンキロの定義について（省エネ法より）
• 貨物自動車/内航海運：貨物の重量に当該貨物を輸送する距離を乗じて得られる量の合計
• 国内航空：航空機を使用して有償で運送された旅客及び貨物の重量に輸送距離を乗じて得られる量の合計

ベンチマーク指標となる排出原単位については、分母（活動量）を輸送トン数×輸送距離、分子（排出
量）を輸送プロセスにおいて発生する排出量とする。

ベンチマーク指標
（排出原単位指標）

＝
輸送の排出量

活動量(輸送トン数×輸送距離)

■ベンチマーク指標の考え方（案）

※ 詳細は、第2回小委員会で審議予定



本小委員会における検討の進め方

➢ ベンチマークの決定にあたって考慮が必要な事項について、事業分野ごとにヒアリングを実施
➢ その上で、各事業分野の基準活動量・排出原単位、事業活動の範囲、排出枠割当量の算定式等に
ついて議論を行う

時期 内容

本日
• 運輸部門における排出量取引制度の論点整理
• ヒアリング（貨物自動車、国内航空）

10月上旬頃（予定）
• ヒアリング（内航海運）
• ベンチマーク指標案等の提示

11月上旬頃（予定） • ベンチマーク指標案のとりまとめ

6

【スケジュール】
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